
 

 

 

 

ＨＰＶワクチン（ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン）について 

 

ヒトパピローマウイルス感染症予防定期接種（以下「ＨＰＶワクチン」）については、

接種後に持続的な痛み等の特異的な副反応が現れる場合があり、ワクチンとの因果関

係を否定できないことから、平成 25 年 6 月 14 日付けで積極的な接種の勧奨を差し控

えるよう国からの勧告が発出された。 

その後、接種の安全性に特段の懸念が認められないことから令和３年 11月 26日付 

けで積極的な接種の勧奨再開に関する通知が国から発出され、加えて、令和４年３月 

18日付けで HPVワクチン接種機会を逃した方に対するキャッチアップ接種の実施に関

する通知が発出された。 

このことに伴い、今後、以下については、別紙のとおり対応を予定している。 

 

１ 定期接種について 

   別紙のとおり 

 

２ キャッチアップ接種について 

   別紙のとおり 

 

３ 償還払いについて 

   別紙のとおり 

健 康 福 祉 委 員 会 

令和４年４月 15日 

健康政策部 資料８番  

所管 感染症対策課 


